
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  借地権付建物の購入費用 

Ｑ：当社は、Ａ市に支店を開設することに

なり、借地権付建物を1,500万円で購入しまし

た。建物自体の時価は1,000万円です。このよ

うな場合、建物の取得価額はいくらになりま

すか？  

 

Ａ：建物の取得価額は1,000万円となりま

す。 

【解説】 

 既に建築されている建物を取得し、その取

得した建物と土地の所有者が異なる場合、建

物所有者はもともと建物と共に土地を使用す

る権利（借地権）を有していたということに

なりますので、ご質問の場合において、貴社

は建物と同時に借地権も取得したということ

になります。 

 したがって、支払金額 1,500万円について

も建物部分と借地権部分に区分する必要があ

るのですが、建物の時価が 1,000万円という

ことですから、建物の取得価額が 1,000万円

で、1,500万円のうち1,000万円を超える部分

の金額 500万円が借地権の取得価額というこ

とになります。この場合、別に名義書換料を

土地の所有者に支払っているときは、その名

義書換料は借地権の取得価額に算入すること

になります。 

 なお、建物等の購入対価のうち、借地権の

対価と認められる部分の金額が建物等の購入

対価のおおむね10％以下であるときは、強い

て区分する必要はなく、全て建物等の取得価

額とすることができます。  
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